
認定農業者の認定方法について

認定方法

５年後の経営目標（『農業経営改善計画認定申請書』）を作成していただき、そ

の計画を市が普及センターやＪＡなどの関係機関と一緒に審査し、認定します。

認定基準

経営目標を作成するにあたって、次の目標基準を設定していただきます。

・年間農業目標： ３１０万円

・年間労働時間： ２，０００時間

○経営計画の作成について

相談会を開催し、普及センターと農林振興課が計画作成のお手伝いをいたし

ます。

○経営目標未達成の場合について

経営計画で設定した目標に向かって取り組んでいただきますが、その計画を

達成できなくても、ペナルティが課されることはありません。

常陸大宮市役所 農林振興課 ℡０２９５－５２－１１１１

常陸大宮地域農業改良普及センター ℡０２９５－５３－０１１６
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